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ラ ク・一一 ラバ ル トのハ イデ ガー 論

安 彦　一 恵

1・acoue-1」abarthe　 sur　 Heidegger

Kazuyoshi　 ABIKO

　 V.フ ァリアスのハイデガー論以降 「ハイデガー

(一ナチ)」 問題が改めて論点 として浮上 してき

ぜ 。ラクーー ラバル トの 『政治 という虚構一

ハ イ デ ガ ー 、 芸 術 そ し て 政 治 』(Ph .　Lacoue-

Labarthe,　 La/fiction　 du　 politique-Heidegger,

Part　 et　 la　 politique,　 Christian　 Bourgois

Editeur　 1988.浅 利 誠/大 谷 尚 文 訳 　 藤 原 書 店
　 　 　 　
1992.)も 、最近のこの関心のなかで大きな注 目

を得ている。本稿は、ラクーーラバル トの難読

の部類に属するこの書の議論を、他の諸論稿を

も手掛 りとして、まずは客観的に理解 してみ よ

うとい うものである。しか し、目標はかな り先

の ところに在る。本書は単にホットなテーマに

取 り組んでみたという以上のものである。こ う

言っていい なら、彼の思索の内在的な展開の一

段階として上梓 されたものである。彼はデ リダ

の系統に属する研究者であるが、この 「ハイデ

ガー問題」 についても戦線をもつデリダ派対反

デ リダ派 とい う哲学ないしは学問一般を問 う論

争のなかで、デ リダ派的発想で 「ハイデガー問

題」を分析 し、かつそのことによって彼 らが言

う 「哲学」 〒 「形而上学の脱構築」を展開 して

みせたものである。 したがって我々の く客観的

な理解〉も当然、そ うした 「脱構築」の展開を

フォローすることになるのだが、我々の目標は、

この 「脱構築」 とい う 「哲学」の在 り方の(批

判的)評 価に在る。

(1}本 稿では、この 「ハイデガー(一 ナチ)」問

題をテーマに した、あるいは部分として論及す

るハイデガー論を(略 記的に)「ハイデガー論」

と呼ぶ。

②　 この書か らの引用は原則 として邦訳を(漢

字 ・ひらがなの別などは含むが)そ のまま使用

させて頂き、参照箇所も訳書のページ数だけで

指示す る。別様な訳をつける場合は、原書、訳

書の順でページ数を記す。

1　 ハイデガーとナチズム

　 「ハイデガー とナチズム」問題に関す る見方

は、ハイデガーの思想一 厳密に言 うなら彼の

「哲学」としぞ装現 されている思想。したがって

『ドイツ大学の 自己主張』等の政治的なもみは

含まぬ一 とナチズムとの関係の観点から、形

式的に言 うなら、大別 して次の三通 りの立場に

分類できる。いずれもナチズムとのなん らかの

1993年9月16日 受 理



86 安 彦 　一 恵、

積極的な関わ りを認めるが一 論理的には、積

極的関わ りを否定す るものも考えうるが、その

ような立場は今 日では考慮す る必要はないであ

ろう一 、その関わ りが思想 との関係で三様に

捉えられている。

1)ナ チズム との関わりは思想にとって外的で

あるとするもの。

12)ナ チズムとの関わりは思想にとって外的で

はないが、それは1933-34年 の(ナチス政権下で)

フライブルグ大学総長の職に在った時期(以 下、

「政治参加期」と表記する)に 限定されるとする

もの。

3)ナ チズムとの関わ りは思想にとって外的で

はなく、かつ、それは 「政治参加期」に限定さ

れない、 とす るもの。

　 この うち最も重要なのは3)で あ り、ラクー

ー ラバル トもこれに属する。2)と 共に3)は 、

ハイデガーの思想 とナチズムの思想 との 〈類似

性〉一 〈内的関わ り〉とい うことと く類似性〉

とをそ う簡単に関連づけることはできないが、

本稿では紙数を省 くために一応、 〈類似性が在

ること〉 と く内的関わ り〉 とを笠置する一 を

言 うわけであるが、2)が その 〈類似性〉を「政

治参加期」に限定して認めるのに対 して、3)

はそれ以外の時期において も認める。 しかしこ

の点について、「政治参加期」以外のどこに焦点

を当てて 〈類似性〉を言 うのかに従って3)は

更に下位区分で きる。多 くは27年 の 『存在と時

間』に(遡 って)〈 類似性〉を見るのに対 して、

ラクーー ラバル トは 「政治参加期」以降(55年

まで)の 時期に焦点を合せる。

　 どの時期に焦点を当てるかとい うこのことと

特に関わるが、他方 〈ナチズムの思想〉を何に

見るかとい うことの限定も重要である。一口に

ナチズムと言っても、そこには多様な傾向が在

り、また、その うちの主流派(ヒ ットラー)の

思想だけに限定することもできないからである。

あるいはまた逆に、特殊ナチズムとは関わって

いな くても、例えばファシズムー般 としてナチ

ズム的な思想 とい うこと・も考えられる。しかし

ながら、この 〈ナチズムの思想〉の限定はむ し

ろ本論に、本稿の場合で言 うならうクーー ラバ

ル トのハイデガー論本体に関わるものである。

したがって、ここで最初に限定作業を行 うこと

はしない。しかしまた、ナチズムの思想 との 〈類

似性〉 ということはハイデガー論における最大

の分析軸になるわけであるか ら、極めて形式的

になるが、とりあえず(方 法的に)〈ナチ見およ

び、それ以外の諸ファシズム政党の主要メンバー

であった者(達)の(諸)思 想〉 として 〈ナチ

ズムの思想〉を規定 しておく。

(1)傍 点による強調は、引用文中のものも含め

てすべて本稿筆者のものである。

2　 さまざまのハイデガー論

　次に、上の分類の実際例としていくつかのハ

イデガー論を簡単にみておく。

[1]　 渡辺二郎は大著 『ハイデ ッガーの存在

思想』(勁 草書房1962)に おいて、総長就任講

演 『ドイツ大学の自己主張』の分析 を通して、

まず、「ハイデッガーは、以前 と変らぬ一貫した

志向をもちつつ、それを、民族の現実 と結びつ

けようとした り、また歴史的系譜め中で己れを

定着 させようとす る、新 しい思索方向を打出そ

うとしていた」㈲とし、次いで総長辞任の解釈

どして、ハイデガーは 「実存に基づ く存在の試

行 を現実的世界の中で行 うとい うことが錯誤で

あったことを、はっき り錯誤として悟 る」㈹に

至 り、そしてこれを機縁にして(cf.69)い わゆる
　 ケロ レ

「転回」を始めることになる(69ff .)、と解釈す

る。この場合 「錯誤」とい うのはあ くまで 「己

れの実存的な存在への志向を、現実において」

問題とするとい うことであり、「もともとハイデッ

ガー哲学は、現実への参与の通路をもたない、

人間の内奥の形而上学的領野を照 し出す思想な

のであった」㈹ が、そこから逸脱 したがゆえに

「錯誤」なのである。したがってまた 「己れの志

向を、徹底的に、もともとそ うであった思想上

内面上の問題 として純粋化 してゆくこと」㈹ を
「転回」は方向 としてもっことになる、 と纏 め

られることになる。

　 我々の観点か ら言 うな ら渡辺の理解は、元来

〈非一現実的〉であった思想的志向が、「政治参加

期」において一時期、逸脱的に 〈現実的〉一

厳密には、渡辺においても く現実〉は く政治的

現実〉である。したがって、現実的に非一政治的

であることも く非現実的〉に属する一 であっ
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たと解するものとして、上述め タイプ1)に 属

す る。

[2]　 「政治参加期」の哲学的テクス トがそ う

多 くないとい うこともあって、タイプ2)の 実

例 を挙げることは困難である。(逆に、このこと

を根拠 として 〈関わ り〉の外面性が言われるこ

とにもなる。)ナチズム との内的関係を言 うもの

は、タイプ3)と して、この時期を越えるかた

ちで く関わ り〉を指摘することになる。その場

合、少な くとも表面的にはそれ以後の時期は「政

治参加期」 と異なってお り、総長辞任も現状へ

の批判(し たがってまた 「訣別」)一34年6月

30日 に 「長 いナイフの夜」 と言われる 「突撃隊

(SA)」 粛清事件が起るが、ハイデガーがSA
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (1)
に親近感 をもっていた とい う解釈も在る一 を

含んだかたちのものであるとい う事実が存在す

るので、〈ナチズムの思想〉を(単 純に)主 流の

ものに限定する(あ るいは 〈関わり〉をヒ トラー

個人への関わ りに限定する)こ とを放棄 しなけ

ればならない。それは、〈ナチズムの思想〉をど

う(本 質)把 握するか とい う課題を背:負い込む

ことになる。ラクーーラバル トのハイデガー論

も、この課題 を重要なものとして引き受けてい

る。

[3]　 しか しなが ら、この課題を回避する方

途が存在 しないわけではない。それは、ハイデ

ガーの思想展開の時期に拘 らずに 〈ナチズムの

思想〉 との く類似性〉を明 らかにす る、厳密に

言 うと、〈ナチズムの思想〉との く類似性〉が自

明である 「政治参加期」の政治的テクス トとの

哲学的諸テ クス トの 〈類似性〉を明らかにす る

とい うや り方である。このや り方で、多くは、

或 る意味で 「政治参加期」と連続的である(「政

治参加期」以前の)『存在 と時間』に即 して 〈ナ

チズムの思想〉との く類似性〉が語 られている。

　例えば高橋哲哉『逆光のロゴス』(未来社1992)

では次のよ うに語 られている。

　 　 ハ イ デ ッガ ー は こ こ[ヴ ィ ッ ト リオ ・

クロスターマン社刊 『全集』『彙二巻[『存在

と時間』]508頁]で 、単独的実存の 「本来

的生起」 としての 「宿命」 と、民族共同体

の 「本来的生起」 としての 「運命」を単に

並列 しているのでもなければ、しばしば信

じられているように、後者を前者に一 「孤

立的 自己」に一 一方的に還元 しているの

でもない。彼はここで、はっき りと、現存

在の 「宿命的運命」一 民族共同体の「本来

的生起」　　 こそが、現存在の 「完全な本

来的生起」をなすのだ と言っているのであ

る。…・・… ここに見 られる　〈民族の存在論〉

への志向を、たとえば、『存在 と時間』(公刊

部分)全 体の論脈 とは無縁な、ハイデ ッガー

の哲学外の前提か ら唐突にもち込まれた異

物のようなものだ と考えることはできない

だろう。・……・『存在 と時間』の 「基礎的存

在論」の全論述は、そ もそもの初 めか ら第

二篇 ・第五章での「運命」の定義一 「民族」

としての 「共同体」の本来的生起一 を予

料 しつつ、世界内存在の 「完全な本来的生

起」を射程に入れて展開されていたのだ と

考えられ よう。　 　　　 　　　 　 (77f.)

　言 うまでもな く、〈民族の存在論〉が 「政治参

加期」の政治的テクス トの基本思想なのである

が、それがすでに 『存在 と時間』の うちに、か

つその本筋において見 られ る、 と解釈 されてい

るのである。(因 みに高橋は、 「〈民族の存在論〉

は_._す でに34年 には開始 されることになる一

連のヘルダー リン解釈において明確なかたちを

とる」㈲ として、『ヘルダー リン講義 』『形而上

学入門』『芸術作品の根源』の 「政治参加期」終

了直後の諸著作にも同様の傾向を確認している

(85ff.)。)

[4]　 例えば加藤恵介 『「本質への意志」　 ハ

イデガーと 「ヒューマニズム」をめぐって』(『理

想』644号 所収)は 別様の視点をも示 している。

加藤は、この 〈民族の存在論〉を 「「我々の本質」

への 「意志」」とい う側面か ら見て、同じ発想が

すでに 『存在と時間』に見 られ るが、他方、『存

在 と時間』と 「政治参加期」との間で 「孤立的

現存在か ら 「ドイツ的」現存在へのす りかえ」

がなされているとするレーヴィッ トを受けて、

『存在と時間』では、確かに 「現存在は本質

上、他者 との共同存在である」としても、

「本来性」への 「決意」は、まず死に直面し

て孤立化 された個別的現存在によってなさ
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れ、そこか ら、本来的共同存在へ移行する

媒介的な契機が(不 十分なが ら)要 請され

ていた。_._一 方、『自己主張』で、「我々

が歴史的 ・精神的民族 として、我々 自身を

なお再び意志するか、それ ともしないか」、

これを、「いずれの個人も、共同的に決断す

るのであり、た とえ彼がこの決断を回避 し

ても、む しろまさにそのときこそ、こうし

ているのだ」 と語 られるとき、決断それ 自

体 が「共同的に」なされているのであり、『存

在 と時間』における個別的な現存在の位置

に、そのまま無媒介的に 「歴史的現存在」

としての共同体すなわち民族が移 し入れ ら

れているように思われる。ここに個別性か

ら共同性へと媒介す るものがない。　 (64f.)

と述べている。つまり、「本質への意志」はすで

に 『存在 と時間』でも説かれているのだが、そ

の主体がそこでは 「孤立的現存在」であ り、そ

うい う者達の共同性としてのみ媒介的に 「共同

存在」が在るのに対 して、「政治参加期」では主

体 として無媒介的に 「民族」が置かれている、

とい うわけである。

　そ うす ると、哲学としては無媒介であるとこ'

ろをハイデガーは政治的にナチズムへのコミッ

トによって媒介 しているとい うことにもな りう

る。そ うするとまた、『存在 と時間』の思想に対

して 〈ナチズムの思想〉は外的であるとい うこ

とにもなる。 しか し加藤は同時に、この 〈主体

としての民族〉が、『存在と時間』以降の哲学的

テクス トには見られるとしている㈲。したがっ

て、そこでは くナチズムの思想〉との く関わ り〉

は内的であるとい うことが認められている。

[5]　 そ うすると、『存在 と時間』とそれ以降

とでは文字通 り 「転回」が在 ることになるわけ

だが、そこに思想的にいかなる展開が在ったの

かとい うことが当然問われてくる。細川亮一『意

味 ・真理 ・場所』(創 文社1992)は これに対す

る解答を含んでいる。

　細川は次のよ うに述べている。『存在 と時間』

以後、ニーチェに触発された(1927-29年 に始ま

る(360))「神が 『死んだ』とい う基礎経験」(ペ

ゲラー)が(349)、 ハイデガーをして 「基礎的存

在論か ら形而上学への構想変容」(335)を生ぜ し

恵

めた。一つの新 しい思索の時期(以 下、これを

「形而上学期」と表記する)の 成立であ り、36/

37学期、37年学期のニーチェ解釈まで続 く(349)。

この時期は 「政治参加期」を含むわけであるが、

(「『存在 と時間』でのハイデガーを直接ナチズム

と比較することは」不適切であり(363)、)「「形而

上学 と神の死」というこの視点から、ハイデガー

の 「ナチズム」 との関わりを形而上学の展開の

内に位置づけ うる。この視点は 「ハイデガー と

ナチズム」問題にひ とつの光を当てることがで

きるだろう。」(349)

　細川によれば 「形而上学」は(r存 在 と時間』

の 「基礎的存在論」が 「存在についての学」で

あるのに対 して)「全体 としての存在者」を問う

ものであるが(334)、その可能性は 「気分」のう

ちに在る(cf.357)。 「気分こそが全体 としての存

在者を開示す る」(337)か らである。ハイデガー

は1929/30年 冬学期講義では、ノヴァー リスを援

用 して、 この 「気分」を 「郷愁」=「 故郷の喪

失」として規定 している(355f.)。細川によれば、

これが換言すれば 「神の死」なのである(355)。

　では、そのような気分のなかで形而上学はど

のように行われるのか。細川によれば 『自己主

張』においては、「神の死」とは 「人間が存在者㌧

のただ中に見棄て られていること」であ り(355,

364)、形而上学は、そのことに 「持ちこたえる」

とい うかたちで(「学は、不断に自己を秘蔵す る

全体 としての存在者のただ中で問いつつ持ちこ

たえることである。」)(365)、ニヒリズムに対す

る対抗運動のかたちで(364)行われ る。

　そ して 『自己主張』においては、この形而上

学の営みは、先に加藤に即 して見たように 「本

質への意志」というかたちで(「創造意志の形而

上学」(細川)と して(366))、そしてハイデガー

自身認めているように、ナチズムの運動を実質

的意味とする「ドイツ民族の歴史的精神的依託」

の実行として行われる。

　細川によればまた、同じく 「形而上学期」の

34/35年 冬学期のヘルダー リン講義において、そ

こでは 「詩作」について、それは 「聖的に悲 し

むが、しかし覚悟 した困窮」とい う 「根本気分」

によって限定 されてお り、かっかかるもの とし

て「我々の将来の歴 史的存在 の形而上的場所」

を創立すると規定され、そこに 「別の形而上学」
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(「創造の形而上学」(細川))が 見られている(371)。

そ して35/36年 の『芸術作品の起源』においては、

この 「創造の形而上学」が 「真理が真理によっ

て明け開かれた存在者の内に設立される本質的

なあり方は、作品の内への真理の 自己措定であ

る。真理が現成する別のあり方は、国家創設す

る行為である。」というかたちで説かれている(372)。

(1)例 えばV.フ ァリアス(山本尤訳)『ハイデガー

　　とナチズム』名古屋大学出版会1990,221頁

② 本稿 もこの全集を使用する。

3　 「創造意志の形而上学」と「創造の形而上学」

[1]　 細川は、自らの言 う 「創造意志の形而

上学」 と 「創造の形而上学」 とを同義的に用い

ている。(あるいは、総括的な 「創造の形而上学」

の一ヴァー ジョンとして「創造意志の形而上学」

を考えている。)しか し我々はここでまず、方法

的にこの両者を区別 してみたい。すなわち、『自

己主張』の 「創造意志の形而上学」と(ヘ ルダー

リン講義および)『芸術作品の起源』の 「創造の

形而上学」 というふ うに。(27-33年 はここでは

無視するとして)前 者が 「政治参加期」に属す

るのに対 して、後者はそれ以降、厳密に言 うな

ら 「形而上学期」の うちの 「政治参加期」以降

の時期一 以下これを「訣別直後期」と呼ぶ一

のものであるからである。

　そ うする としてであるが、この 「訣別直後期」

に、53年 に出版 された35年 夏学期講i義 『形而上

学入門』とい うテクス トが在 る。そこに、「今 日、

完全に国家社会主義の哲学 として吹聴 されてい

るが、しか し国家社会主義の内的真理 と偉大さ

と何の関係 もないものが、『価値』と 『全体性』

とい うこの濁った水の中で魚取 りをしている」と

い う件(『 全集』第40巻208頁)が 在る(35年 講i

義そのものによる細川訳(368)使用)。これは、ナ

チズムの公 認イデオ ローグを批判 して、いわば

在 るべきナ チズムの真理を説いたものである。

　問題は、 この 「国家社会主義[す なわちナチ

ズムであるが]の 内的真理」なるものをどう評

価するかとい うことである。細川 によるなら「創

造の形而上学」はこの 「内的真理」を具現す る

ものである(371)が、細川の場合、「創造の形而上

学」の定義からして、「内的真理」はいわば 自動

的に 「政治参加期」の思想の特徴で もあること

になる。そ うすると、文字通 り 「政治的」にナ

チズムに関わったとしても、「政治参加期」のそ

の 「参加」もそ う単純なものではないとい うこ

とになる。ハイデガーはそ こにおいても、明 ら

かにヒトラーへの支持を呼びかけてはいるが、

それは現実のヒトラーではなくていわば在 るべ

きヒトラーへの支持であった ということになる。

　今 日のハイデガー論の、そしてラクーー ラバ

ル トのそれも、明らかにこの線の議論 となって

いる。我々もこのことを認めるが、そのために

は両時期の思想の同一性が一 白明視されるの

ではなくて一 テーマ的に確認 され る必要が在

ると考える。ハイデガーのナチズムとの関わb

そのものの評価に重要な相違を帰結するか らで

ある。(まず)方 法的に両 「形而上学」を区別 し

てみたのもそのためである。

[2]　 では、両 「形而上学」の同一性は どの

ようなかたちで存在するのか。先に見た加藤は

『自己主張』の 「本質への意志」について、デ リ

ダ 『精神について』のハイデガー論を援用 して、

その 〈トー トロジカルな構造〉を言っている。

つまり、「本質」は予め存在す るのではなくて、

それへ と意志するというところか ら措定される

とい う一 「たとえ ドイツ人として生まれてい

ても、精神性を欲 しない者は ドイツ人ではない」

と語るフィヒテの『ドイヅ国民に告 ぐ』とも共通

の一 構造 を 「本質への意志」はもっ と述べて

いる(63}。この 〈トー トロジカルな構造性〉 は重

要な特徴である。

　加藤はそして、このような くトー トロジカル

な構造性〉が、小林康夫によれば、「ハイデガー

における 「起源」が 「その単純な、理念的な同

一性の うちに安らっているのではな く」、「追補

的な構造において考えられている」」とい うかた

ちで 『芸術の起源』にも見られるとして㈲、テー

マ的にではないが、両 「形而上学」の同一性 を

確認 してい る。

　 (因みに加藤は、すでに 『存在 と時間』にも

同じ構造性が見出されるとしている⑯3>。)

[3]　 加藤が言及 している小林康夫 『起源 と

根源』(未来社1991)は 、『芸術の起源』を(現

行の 『全集』版所収の50年 のものではなく、35
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年講演 の原稿の 「(仏対訳)海 賊版」であるいわ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ　
ゆ る 「プ レ ・オ リジナ ル 」 に即 して)分 析 して

い る。 本 稿 と の 関 係 で 言 う と小 林 は この テ ク ス

トを次 の よ うに把 握 して い る。

0.両 ヴ ァー ジ ョ ン 間 に はか な りの相 違 が 在 る。

(130f.)

1.50年 版 に 見 られ る よ うな 、後 期 の 中核 を な す

「物 」 「技 術 」 の 問 い は まだ 不 明 確 で あ り、 芸 術

は 「作 品 」 を 中 心 に 論 じ られ て い る。(136f.)

2.「 作 品 」 は 「真 理 」(「ア レー テ イ ア 」)の 開 示

(「開 け 」)と して 捉 え られ て い る 。 つ ま り、 「芸

術 」と は 「真 理 のlns-Werk-setzung」 な の で あ

る 。(154,157)

3.か か る も の と して の 「作 品 」 を可 能 にす る本

質 的 「根 底 」 と して の 「起 源 」 が 問 わ れ て い る 。

(139f.)

4.こ の 「起 源 」は 、(r存 在 と時 間 』と同様 に)「現

存 在 」 の 「現 」 の うち に在 る 。(因 み に後 に は 、

これ は 「作 品 」 そ の も の の 「現 」 と して 考 え ら

れ る よ うに な る 。)(155,136)

5.「現 」 は 、現 存 在 が 「投 げ 出 され て あ る こ と」

そ の も の を 到 来 的 に投 げ 出 し、 そ の こ とに よ っ

て 己れ の 「固 有 性 」 に 向 け て 己れ を 「贈 与 」 す

る こ とで あ る。(172)

　 こ の 「現 」 で あ る が 、 小 林 に よ るな ら、 ハ イ

デ ガ ー は こ こ か ら ・「情 況 的 」(180)と な る。 す な

わ ち 、

6.そ の 「投 げ 出 され て あ る こ と」 は(例 え ば 人

間 に 一般 的 な こ とで は な く、 特 殊 的 な こ と と し

て)「 歴 史 的 」 で あ る。(171f.)

7.そ の 歴 史 とは 「民 族Volk」 の歴 史 で あ る。そ

れ と平 行 的 に 現 存 在 は 具 体 的 に は(私 で は な く

我 々 で あ る)「 民 族 」 で あ る。(167)

8.し た が っ て 、 「民 族 」 の 「固有 性 」 の 「贈 与 」

が 「真 理 の作 品 化 」 を実 現 す るわ け で あ る が 、

そ の 「固 有 性 」は一 した が っ て ま た 、そ の 「固

有 性 」 を共 有 す る もの と して の 「民 族 」 は一

す で に存 在 す る も の と して で は な く、 い わ ば 存

在 す べ き も の と して 、 そ こへ と 「飛WSprung」

す べ き も の で あ る 。 具 体 的 に 言 うな ら、 そ の 民

族 の 現 時 点 で の 「使 命 」 を果 た す こ とで あ る。

(173,178)

9.こ の よ うな 「芸 術 」 の本 質 は 、 「思 考 」、そ れ

に 「国 家 の 創 建 」も ま た これ を共 有 す る。(182f.)

恵

[4]　 小林のこの解釈を見れば、特に6.一9.を

通 して、「政治参加期」と 「訣別直後期」との同
一性は明 らかである。 したがって、我々が(ま

ず)方 法的に区別 してみた両 「形而上学」の区

別はひ とまず不必要 ということになる。

　 しか しまた、8.の形式的部分として現れている

〈トー トロジカルな構造性〉一 この決断主義的

部分は50年 のテクス トでは払拭 されている(175)

一 は、加藤によれば㈹ 『存在 と時間』にも見

られるものである。そ うす ると、ナチズムとの

関係で 「政治参加期」以降をそれ以前 と区別す

るのであれば、(加藤の解釈に基づ くとして)か

な り表面的な部分(「 民族の存在論」)に おける

〈類似性〉に即してだけであるとい うことになる。

しかしそれでは、ハイデガーのナチズムとの関

係はかなり外的なものとなるのではなかろうか。

ここに、小林のむ しろ1.一5.の点を重視 して、そ

こに くナチズムの思想〉 との く類似性〉を見る

という見方も考慮の対象 となってくる。そ して

その場合は、再び両 「形而上学」を区別 して、

む しろ 「訣別直後期」にこそ く類似性〉が強く

見 られ ることになる。ラクーー ラバル トの解釈

は(全 面的にではないが)こ の途を採っている。

(1)こ の 「プ レ ・オ リジナ ル 」 は35年11月13日

に 行 わ れ た第 二 回 講 演 の原 稿 で あ る が 、現 在 は 、

こ れ に 先 行 す る 第 一 回講 演 の 原 稿 がHeidegger

Studies　 vol.5.,1989.で 公 表 され て い る。 な お 、

ラ クー ー ラバ ル トは 、こ の 「プ レ ・オ リジ ナ ル 」

を 用 い て い な い 。 著 書 の 出 版 年 は 「プ レ ・オ リ

ジ ナ ル 」 出版 の 翌 年 で あ る が、 草 稿 が 成 っ た の

は も っ と以 前 で あ る。 しか し、 議 論 の 厳 密 を期

す な らば 、 テ ク ス ト ・ク リテ ィ ー ク(を 経 た 再

論)が 不 可 欠 で あ ろ う。

4　 「国家一審美主義」

[1]　 「仮 説 」 と して で あ る が ラ クーー ラ バ ル

トは 、 「「ハ イ デ ガ ー の 政 治 」 を 求 め るべ き は33

年 の 言 説 の で は な く・一 … 「訣 別 」後 の 言 説 の な

か で あ る 」(82,100)と い う と こ ろ か ら出 発 す る 。

テ ク ス ト と して言 うな ら、 と りわ けて 『芸 術 の

起 源 』で あ り、そ して そ の どの 部 分 か とい う と、

「情 況 的 」(小 林)な と こ ろ で は な く、 む し ろ原



ラ クーー ラバル トのハイ デガ ー論 91

理論的なところである。彼は、この原理論的な

部分で語 られているところが、言 うところの 「ナ

チズムの内的真理」であり、(ナチズム論として)

それが単にハイデガーの思い込みであるだけに

留 らずに 「ナチズムの本質」(101)であると説 く。

このハイデガー=ナ チズムの本質的思想を彼は、
　 　 　 　 　 　 　 　 　
ベ ンヤ ミンに従って 「国家一審美主義」と呼ぶ。

ナチズムに対する我々の直観 も実はここに在る。

これがラクーー ラバル トのハイデガー=ナ チズ

ム論に注 目した所以でもある。

　 ラクーー ラバル トの 『芸術の起源』原理論的

部分の読みは、基本的に小林のものと同じであ

る。ただ彼は、(芸術 をその一形態とする)テ ク

ネー[ミ ーメーシス]と い うところから読みほ

ぐしてい く。彼によれば、テクネーはピュシス

と 「共一起源的」である。すなわち、ピュシスに

は本質的に 「好隠性」、自己を隠す というところ

が在るが、テクネー とは、この レーテー[忘 却]

性に対 して、それをア ・レーテー性へ と埋 め合

せるべ く 「要請 された代替物」(162)である。 し

たがってそれは、それ 自身ピュシスの一つの在

り方であって(cL129)、 そうい うものとして 「ア

レーテイアの一つの在 り方」(164)な のである。

だか ら、その一形態である芸術は、ハイデガー

が言 うように真理の開示なのである。「ミーメー

シス」はラテン語では 「イ ミタチオ」であって、

したがって「模倣」 とい う側面をもつ。しか し、

「模倣」 と言 うとしても、それは、すでに在 る
「真理」の(そ れ を模倣する)「表象

」ではない。

そ うい う　「再現的表象」ではなく、表象 と言 う

としても 「現前化 させるという意味での表象」

である(164)。

　 さて、 このようなテクネーであることが 「芸

術」の本義であるとして、「国家一審美主義」と

は、政治において、国家をそのような芸術作品

として考えようとい うものである。そしてナチ

ズムとは、その 「本質」においては、そのよ う

な 「芸術作 品としての国家」を志向するもので

ある(cf.ゲ ッベルス 「政治は国家の造形芸術で

ある」(117))。

[2]　 このようなナチズム観はまた、ラクー
ー ラバル ト自身言及 しているように(114ff.)歴史

学等、経験科学的に或る程度検証されていると

ころでもあ る。

　 ここでは、本稿筆者が現時点で参照 したテク

ス トの主なものの書名だけを挙げてお く。まず

歴史学関係で、J.ハーフ(中 村/谷 口/姫 岡訳)

『保守革命とモダニズム』(岩 波書店1991)、SJ.

ウルフ(斉 藤孝監訳)『 ファシズムの本質』(大

光社1970)。 文学批評関係で、S.ソ ンタグ(富

山太佳夫訳)『土星の徴 しの下に』(晶文社1982)。

　 その他、建築や映画に関しては多くの分析が

在るが、ここでは絵画 ・彫刻についてA.キ ーファー

やA.ブ レーカーについての分析に着手 し始めた

多木浩二『それぞれのユー トピア』(青土社1989)

'の仕事に注 目したい。それから、これはほとん

ど直観に留るが、音楽について例 えば(政 治的

にはカラヤンの方がより強 くナチズムにコミッ

トしたと言えるが、むしろフル トヴェングラー

の音楽の方がナチズムの感性に近いのではない

かと思われる。その)フ ル トヴェングラーの感

性の分析などが求められるところである、と言っ

ておきたい。

　 [3]　 このことをラクーー ラバル トはテーマ

的に論 じてはいないが、政治は芸術 と違って本

質的には社会的(間 人間的)な ものである。そ

して多 くの者は更に(「政治的なものの有機的思

惟」(138)と して)、 この社会 という場に即 して、

いわば政治の単位 として一定の 「共同体」を措

定し、そ して、この 「共同体」に(個 人を超え

る)価 値を考える。ラクーー ラバル トもこうし

た考え方を一応そのまま認める(我 々からすれ

ば、だか ら(む しろ逆に)ラ クーー ラバル トは

政治そのものをテーマ としてはいないことにな

る)。とい うか、そ うい う考え方が、いわゆる「政

治la　politique」 と区別 して 「政治的なものle

politique」 働の 「木質」を問 う問いの、その本

質を措定しているとみる。(但し本稿では、ター

ムとして、この 「政治」 と 「政治的なもの」と

は区別 しない。)

　 こうした考え方は通常 「全体主義」 と呼ばれ

るが、ラクーー ラバル トは、それはむ しろナン

シーが言 うように 「内在主義immanentisme」

と呼ばれるべきであるとする(138)。その方がよ

り適切に政治の本質を表現 しているからである。

ナンシーは 「内在主義」を 「本質か らして自己

自身の本質を自らの作品として産出 し、 さらに

はこの本質をまさしく共同体として産出する人々
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からなる共同体をめざすこと」(111,140)と定義す

る。すなわち、 ここで 「作品としての国家」 と

い う考え方と合流 してくるのである。いわゆる

「全体主義」の(真 の)本 質として 「国家一審美

主義」が在るのである。

　[4]　 因みにラクーーラバル トは、このよう

な 「内在主義」=「 国家一審美主義」がおよそ

あらゆる 「政治的なもの」の 「本質」であると

.する。したがって、(単 なる 「国家一社会主義」

ではなく、その 「本質」としての)ナ チズムは、

例えば共産主義 も含めてあらゆる政治形態の可

能態なのである。であるがゆえにまた、ナチズ

ムは一個の普遍的問題でもあるのである。
　 　 　 　 　 　 　 　 ②
　 論文 『ナチ神話』においてラクーー ラバル ト

は、「人間がパ ンのみによって身を養 うものでは

ないのと同様に、社会も経営管理によってのみ

身を養っているわけでもない。それは希望や神

話や夢によってもまたその身を養っているので

ある」とい うモランの言葉を引用 して⑲⑤、多少

経験的な語 り口で 「国家一審美主義」を問題 と

して、今 日このような 「形象」が失われて しまっ

ていると診断す る。また、そこに 「民主主義の

不幸」(R.Brasillach)が 在 るとも断定する。そ

して、(現実の)ナ チズムをこの 「形象」の創造

の失敗一 この点は次章で触れる一 と断定し

つつ、「民主主義 は今後自らの 「形象」の問いを

・……提 起せねばならない」と主張する⑳。我々

はこれに対 して、なぜ(芸 術に加えて)政 治にお

いても「形象」を必要とするのか とい う原理的異

論 をもっているが、この重要な論点についてラ

クーー ラバル トはテーマ的には論 じていない。

(1)W.ベ ンヤ ミ ン(高 木/高 原 訳)『複 製 技 術 の

時 代 にお け る 芸 術 作 品 』(『著 作 集 』2　 (晶 文 社

1970)所 収)46頁

(2)守 中高 明 訳(『 批 評 空 間 』7,8巻(88-98,44-59

頁)所 収)

5　 「主体性の形而上学」

[1]　 ラ ク一 一 ラバ ル トは 同 時 に 、 い わ ば本
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ　コ

来 の テ クネ ー(「 良 き ミ メシ ス 」(A.Bertrand))

につ い て の 論 と して次 の よ うに 語 る。 テ クネ ー

の最 も古 い か た ち で あ る ミュ トス に お い て 明 ら

かなように、その真理開示は、「無限に過剰な状

態にあるピュシスからのまったき贈与」(130,165)

として、「主体」に対 して、それに 「先行 し」、

それが主体 を 「(脱)構成す る」とい うかたちで

存在する(165)。だか らテクネーも本来、 「(非)

人間的かつ不気味」なのである(165)。このこと

を主体の側か ら言 うと、こうした真理の開示が

実現す るためには一 ハイデガーの 「現存在」

はもともとはそ うなのであるが一 主体は 「脱

自的」でなければならない、とい うことを意味

する。主体はいわば主体たることを禁 じられた

主体、デ リダの用語で言うなら「欠在d6sistance」

でなければならないのである(160)。(この辺 りは、

デ リダ的である。彼は、ここでまた、これもま

たデ リダの用語を用いて 「主体は・・……それに先

立つ 或 るモデル 、 あるいは諸モデル の代 補

supplementに よって しか接近できない」(160)、

「根源的な代補性の構造は、テクネーとピュシス

の関係の構造そのものである」(161)とも言い換

える。因みに小林は、この構造を上述のよ うに

くトー トロジカルな構造〉 と重ねてしまってい

るが、それは誤 りであろう。)

　ラクーー ラバル トによればハイデガーは、「こ

のことをは じめから(つ まりナチズムとの 「訣

別」のときか らすでに)き わめてはっきり見て

いた、そしてこれが晩年の技術の本質 と言語に

関する省察にいたるまでの彼の思惟を導いてい

く」のだが、「同時に、何 ものかが彼の目に隠さ

れていた」(165)。そ う解釈しうることの 「手掛

り」 としてラクーー ラバル トは二つのことを挙

げている。その第一は、ハイデガーが、Ge(一)stell

とい う言葉の独 自の用いず を通 して、作品を真

理 のGestaltと 規 定 して い る こ とに 在 る(166)。ハ

イ デ ガ ー は こ の 書 で 同 時 に 、「reiβenの連 鎖 」を

問題 と し、そ こ で は(デ リ ダ的 に)「 差 異 の 思 想

が か た ち をな し始 め て い る」(166)ので は あ る が 、

そ れ に もか か わ らず 、 これ と 「競 合 関 係 」 に在

る 「stellenの 意 味 論 的 連 鎖 」が 優 位 に 立 っ て い

る の で あ る(166)。 第 二 は 、 「存 在 一類 型 学 的 な

テ ー マ構 成 」(132,167)の 存 在 で あ る。

[2]　 さて ラ ク ーー ラバ ル トに よれ ば 、 が イ

デ ガ ー の 言 う 「ナ チ ズ ム の 内 的 真 理 」、した が っ

て ま た 「国 家 一 審 美 主 義 」 は 同 時 に 、 この よ う

な 、 い わ ば 本 来 性 か らの逸 脱 態 で あ る 。 こ の理
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解は、『芸術作品の起源』理解 としてユニークな

ものである。 しかし同時に、一つの危ない議論

を提示することにもなってい る。 『芸術作品の

起源』において一方で 「芸術作品」の本来態が

説かれると同時に、他方でそれを覆 うかたちで

逸脱態が示され、そしてその逸脱態が 「内的真

理」=「 国家一審美主義」であると解釈 される

ことになるのであるが、そのことは言ってみれ

ば(「内的真理」としての)ナ チズムとい う外皮

の(更 に)下 に一つの真実が存在するとい うこ

とき含意 しうるからである。 しか しまたラクー

ー ラバル トによれば、まさにそれゆえに 「ナチ

ズムの本質」は 「政治的なものの本質」であ り

(101)うるのである。

　 ラクーー ラバル トの論は錯綜 していて、論旨

がはっき りしないが、再構成的に紹介するな ら

大要次のように語 られている。

　 「芸術作品 としての国家」の理念型はだれが見

てもギリシアに在る。そこでは、 ミーメーシス

は本来態にあ り(「ギ リシアとは端的にテクネー

の(あ るいは、どちらでも同じことだが、 ミー

メーシスの)場 そのものである」(130))、その国

家はまったきピュシスである(「ポリスはまた「自

然的」でもある」(129))、と多くの者(例 えばヘー

ゲル)が 説いている。以下、(仮に)こ のことが

真である と認めるとして、(西 洋における)「近

代」は(148)すべて逸脱態である。なぜな ら、そ

こでは 「主体」が前提になっているからである。

それは、こ うい うことである。

　近代にお ける政治の本質は 「闘争的な(し た

がって模倣的な)ラ イバル性」(148)に、つま り、

ギリシアを模範 としてそれを模倣 しつつ、その

ギリシア、および他の国家に対抗 して、自己を

形成する とい うところに在る。ポ リスが 「一民

族の精髄」か ら自発的にほとばしりでた 「美 し

い形成物」」(129)であるとするなら、近代の国家

は、「自己一 形成の模倣の要請」(153)一 ここで

言 う 「模倣」はその原義か ら外れたいわゆる模

倣である。 因みに、ア リス トテレスの ミーメー

シス論が本来の模倣論であるとす るなら、プラ

トンのそれ はいわゆる模倣の論である　 であ

る。 したが って、そこには 「形成」していくべ

き自己とい う主体が前提になっているのである。

　 この 「自己一形成の模倣の要請」は、カン ト

が言 うように、「精髄の相続または伝達の要請」

である(154)。しかるに、かかる要請は、(模範 と

して)ギ リシアを模倣すべきであ り、かつ(自

己を形成するために)ギ リシアを模倣 してはな

らない とい う「ダブル ・バイ ン ドを引き起こす」

(154)のであって、「精髄は定義からして模倣不可

能である」(154)。 したがって、かかる自己一形

成=模 倣の所産 としての国家は必然的に逸脱態

たらざるをえないのである。あるいは、模倣 し

てはな らない とい うバイン ドにも服す わけであ

るか ら、そこで現出する国家は一つの擬ギリシ

アとい う、まさしくラクーー ラバル トの:書のタ

イ トル ともなっている 「政治 とい う虚構」たら

ざるをえないのである。

[3]　 ラクーー ラバル トによるなら、 ドイツ

は二重にこの 「ダブル ・バイン ド」状態に在っ

た。それは、ギ リシアを模倣するとい う点で ド

イツは二番手であって、すでにフランス(等)

とい う先行者をもってお り、単にギリシアを模

倣してはならないだけでなく、このフランスを

模倣すること、厳密に言 うなら、他方で模倣す

べきであるギリシアがこのフランスが模倣 して

いる(限 りの)ギ リシアであることも禁止 され

ているか らである。

　そこで ドイツ人が採った途は、「別のギリシア

人の力に頼る」(『ナチ神話』48)とい う行き方で

あった。 しかしそれは、もともと存在 しなかっ

たものであり、その意味でまったき 「虚構」で

あった。 「[ドイツにおける]ギ リシア との模倣

的闘争は、フランスとの闘争を伴っている。そ

してこのフランスとの闘争においては、古代的

モデルの独 占権をフランスか ら奪い取 ることが

問題 となっているだけでなく、その ときまで模

倣されずにいたギリシア、ギ リシアそのものの

基礎にある、こう言ってよければ一種の、ギリ

シアのむこうにあるものを 「発明 し」なければ

ならないのである。」(152)

　この構造はハイデガーの うちにも明確に表れ

ている。ハイデガーは、ヘルダー リンの線で、

神なき ドイツの現状をギ リシアの模倣=反 復 と

い うかたちで克服 しようとした。しかしそれは、

実は反復ではなく、一つの創造であったのであ

る。　 「ハイデガーは・……・まさしく一度 も日の目

をみることのなかったギリシアを 「発明する」
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のである。ハイデガー的な意味での反復とは、

出来 したことのないものの反復である。」(112)こ

れは換言するな ら、先に確認 した 〈トー トロジ

カルな構造〉そのものである。

[4]　 しか しながら、この事態はそもそ もギ

リシアの模倣 とい う方途を採るから生 じること

なのではなかろ うか。模倣ではない別の途を採

るなら、また別の事態を帰結 しえるのではなか

ろうか。r政 治 とい う虚構』第九章 「神話」は、
「ナチ神話」の分析に即 して、ギリシアの模倣 と

いう分析袖なしに、やは り同じ事態に至ること

を確認 している。 前述のBertrandの 要約㈲に

従ってその大要を紹介 しておく。

　ナチ神話の本質は一 単なる 「民族伝承」と

いったものではなく一 政治を或る定型の構成

によってなされ る一個の芸術作品として提示 し

ようとい う意欲に在る。そ してその定型とはアー

リア民族 とい う定型であ り、それが民族の自己

同一化のためのモデル とされるのだ。 しか し、

アー リア民族 とい う定型は、それを構成す る神

話を現実的に活 きたものに しようとする意欲に

よって しか、実際には内実ある規定を得 られな

い。定型の実効化のためには神話が必要であり、

神話は定型によって支え られるとい う、このナ

チ神話の 自己循環。

[5]　 Bertrandは 更に要約を続けて、こう纏

めている。一 この 「自己循環」は、 したがっ

て、「(意欲の意欲 という)主 体性の存在論の自

己完遂への到達」圃である。民族はここでは、
一個の絶対主体 とされ、それが定型 との同一化

のなかで即一的に自己を実現す るのである。ラ

クーーラバル トはこうした 「ナチ神話」、そ して

ハイデガーの言 う 「内的真理」の うちに、つま,

るところ 「主体性の形而上学」を見出すのであ

る。

　 「虚構」とい う:事態は、この 「主体性の形而上

学」に原因す るわけであるが、 しかしそれ は、

ギ リシアを模倣するにせよ、あるいはしない場

合でも、そもそも同一性が不在(神 の死)の も

とで、「国家」においてその同一性の作品化を志

向するか ら生 じることなのである。

[6]　 主体 とは人間主体であ り、 したがって

その主体の実現の志向とは同時に人間主義(ヒュー

マニズム)で ある。ラクーーラバル トはここで

「ナチズムは・…一人間主義である」(175)とい う物

議をかもす言い方もするが、そ こか ら更に、ユ

ダヤ人 を、そもそもこのような人間実現の志向

を共有 しないものとして抹殺の対象 となった と

分析す る。もっとも、そ うした志向を共有しな

い者はユダヤ人に限られるものではな く、そ う

した 〈非一共有者〉一般ではなくユダヤ人が虐殺

の主対象 となったというところには、「内的真理」

ではない、「生物学主義」(「人種主義」)を とる

実際のナチズムのいわば 「外的真理」が表れて

いる。

　また、ユダヤ人が 「アウシュヴィッツ」 とい

うかたちで、すなわち、およそ 「ホロコース ト」

という言い方が実は全く相応 しくないかたちで、

つま りニ ヒリスティックに抹殺 されたことにつ

いて、それは ドイツの 「主体性の形而上学」が

徹底 したものであったか らであると分析される。

　ラクーー ラバル トは、このよ うに して ドイツ

は 「文字通 り疲弊しつくして しまう」(154)、そ

してこの 「運命」は、単に ドイツだけの特殊な

事柄ではなく、およそ 「政治的なもの、いずれ

にしても近代における政治的なもの」(154)の「運

命」なのであると語 る。(スター リニズムもその
一つの現れである。)

(1)A.ベ ル トラ ン(中 田光 雄 訳)「 政 治 と哲 学 」

『思 想 』806号85頁

② 　 ラ ク一 一 ラバ ル トが言 及 して い る 箇 所 を 引

用 して お く。。Was　 hier　Gestalt　 heiPt,　ist　stets

aus　 jenem　 Stellen　 and　 Ge-stell　 zu　denken,

als　welches　 das　 Werk　 west,　 insofem　 es　sich

auf-and　 herstellt.更更(『全 集 』第 五 巻51頁)"Ge-

stell"の こ の使 用 法 は 明 らか に肯 定 的 な もの で あ

るが 、 こ の よ うな使 用 法 は 例 外 的 で あ る 。 通 常

こ の 語 は 、「技 術 」の在 り方 を表 現 す る文 脈 の な

か で 否 定 的 な 意 味 合 い で 用 い られ て い る 。なお 、

第 一 、 第 二 回 講 演 原 稿 で は こ の 言葉 は用 い られ

て い な い 。 こ の言 葉 が用 い られ る の は 、 も っ と

後 の50年 頃(49年 ブ レー メ ン 講 演 が 初 出 か?)か

らで あ る が 、ラ ク 一一 ラバ ル トに 言 わ せ る な ら、

こ の間 ハ イ デ ガー にお いて 考 え方 の 変化 は な か っ

た の で こ の こ とは別 に 問 題 とな らな い とい うこ

とで あ ろ うか 。
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6　 再び 「国家一 審美主義」について一ラクー

　 一ラバル ト批判 ω 一

　では、このよ うな事態は 「近代」そのものの

帰結なのであろ うか。「近代」には、それ以外の

帰結はないのであろうか。ラクーー ラバル トは、
「主体性の形而上学」を採るかぎり

、そ して近代

とは定義的に主体性の時代である とするなら近

代に在る限 り、 この事態は 「本質」的には不可

避のプロセスであると考える。しか しながら、

そのような断定はあまりにも乱暴ではなかろ う

か。
　　　　　　　　　　　に　
[1]　 或るシンポジウム においてラクーー ラ

バル トは、R .グロが近代性の二つの特徴 として

挙げている 「プロメテウス的幻覚」(「現実を絶

対的に統制 したい、現に存在する事物を完全に

征服 したい とい う要請」)と「ロマン主義的幻覚」

(「[プロメテ ウス的幻覚とは]逆 に世界 とい う

全体性の中へ吸収されたい、人間が一員 として

属している社会、国家或いは民族 とい う一般性

の中へ 自ら進んで溶け込みたいとい う企図 ・要

請」)を混同 しているのではないかと問うAフ ィ

ンケルクロー トに答えて、そうではない、両者

に 「共通する出処」として 「主体の形而上学」が

在 ると述べている(106)。 しか し我々は、ここに

ラクーーラバル トの思索の不徹底が在ると考え

る。

　 グロのタームで言 うなら、我々は、近代であ 、

る限 り 「プ ロメテウス的幻覚」は不可避である

として、「ロマン主義的幻覚」なしの 「プロメテ

ウス的幻覚」 といったものも可能である、と考

える。これ は、つまり、もはや国家に「作品」を

求めた りしない とい う行き方である。ラク一一

ラバル トの場合、「共同体」を前提とした政治 し

か考えない のでこの可能性を見損な うことにな

るのであるが、我々は、そうした前提を置かな

い政治もまた可能であると考える。

[2]　 しかしまた、　　 政治を目的 としはす

るが、そこに共同的同一性を求めるのではなく

て一 いわば政治を場 として個人的同一性を求

めるとい う行き方も可能である。実際アー レン

トは、(政治的)「行動主義activism」 と呼びつ

つ、「全体主義」にこのような傾向を見て取って
　 の
いる 。例 えばE.ユ ンガーにその傾向が顕著で

　 {3}

ある 。ナチズム(ヒ トラー)に もそ うい うとこ

ろがうかがえる。

　 ニヒリズム として言 うな ら、この行 き方はい

わばニヒリズムの聖化である。〈トー トロジカル

な構造性〉、したがってまた 「創造意志の形而上

学」はこの系列に属す るとみることもできる。

[3]　 これに対 して 「ロマン主義的幻覚」は
一つの脱ニヒリズムの行き方である。これが政

治に関わった場合が 「国家一審美主義」である

と我々としては考えたいが、それは明 らかに「行

動主義」とは異なる。ここか ら我々は、「創造の

形而上学」を 「創造意志の形而上学」か ら区別
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (4)
してみることも可能であると考える 。

　 しか しまた、「ロマン主義的幻覚」は、したがっ

て 「国家一審美主義」はまさしく 「幻覚」であっ

て、「作品としての国家」は必然的に 「虚構」た

らざるを得ない。そ して、その 「虚構」 とい う

く虚〉を埋めている〈実〉が実は 「行動主義」であ

る、とも言 うことができる。「国家一審美主義」

は幻想なのであって、その幻想がいわば実想で

あると思 うところに普通の意味で 「国家一審美

主義」が可能であるのであるが、この幻想を正

しく幻想 と見るものに とってはそれは一つのイ

デオロギー、自らの 「行動主義」を実行するた

めの一つの装置でもあるのである。ラクーー ラ

バル トが引用しているH .J.ジーバーベルグによっ

て 「ヒ トラーは戦争とニュースフィルムのなか

に自分の英雄叙事詩をみていた」(119)と言われ

るときのヒ トラーにも、このような構造が見 ら

れ る。

　 もちろん、「行動主義」とい う く実〉な しに、

幻想 を幻想 として正しく見て取っているとい う

ことも可能である。そこでは 「作品 としての国

家」はまさしく一つの く夢〉でしかあ りえない。

我々はヘルダー リンの うちにこの在 り方を見る

ことができると考える。また一般的に、 ロマン

主義 とは(実 は 「ロマン主義的幻覚」をもたな

いのであって、)そうした 〈夢〉をまさしく<夢 〉

として仮構する傾向であったとみなす こともで

きる。そして、 ロマン主義の系統を引くとされ.

るナチズム(の 部分)は 、この 〈夢〉がく夢〉で

しかありえないことを見誤った一つの堕落形態

であるともみることができる。

[4]　 これ らに対 して(「形而上学期」の)ハ
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イデガーは基本的には、言ってみれば(美 しくニ

〈夢〉の実現に疑いをもっ ことなく)幻 想に留っ

ていた一 この点でハイデガーは,上 のロマ ン

主義の堕落形態 と似ている一 と我々は解釈す

る。したがってハイデガーにおいては、ユンガー

の場合 とは違って、「創造意志の形而上学」も主

意主義に徹 したものではあ りえなかった。また、

ヘル ダー リンにシンパシ憎を抱いてはいるが、

両者には大きな相違が在るのであって、(我々の

言 う)ロ マン主義者 とも異なっていた。

[5]　 ハイデガーは、そ してラクーーラバル

トも基本的には、同一性を共同的同一性 として

しか考えていない。ハイデガーの場合、である

から 「神の死」はイコール共同的同一性の喪失

なのである。(しか し、そもそもニーチェにおい

てもそ うだったのであろうか。例 えばキエルケ

ゴールにおいては、神は端的に個人(「単独者」)

にとっての神であった。)これに対 して 「行動主

義」は同一性を個人的同一性 として考えている

と言える。

　ただ 「行動主義」はその個人的同一性を不在

とみて、(一方で)そ の不在を聖化(し つつ、他

方では く虚〉を 「行動」 という く実〉で埋める

ことによっていわば仮象の同一性の確立を志向)

するのに対 して、そもそも個人的同一性は不在

でないとい う考え方も可能である。(因みに我々

は、この健全な個人観が 「民主主義」(よ り適切

には リベラリズム)の 基礎に在る(べ きである)

と考える。これ に対して、共同的同一性なしに

は個人的同一性 も在 りえないとみるのがいわゆ

る 「共同体主義communitarianism」 である。

また、政治 とは無関係に不在である個人的同一

性の確立を志向するという在 り方 も可能である。

いわゆる 「美的モデルネ」(の或る部券i))はその

具体例である。「民主主義」に とって、こうした

在 り方も許容可能である。 あるいは更に、一

個人的同一性の存在についてそう楽観的ではな

いとき一 こうした在 り方が 「民主主義」的個

人の内実を形成 していくのだ とも言えるかもし

れない。)但しこの場合、「プロメテウス的幻覚」

もまた放棄 さていれなければならないであろう。

この 「幻覚」が存在す る限 り、(「統制」すべき

「現実」の無限性 に対応 して)個 人的同一性 も

無限に確立不可能であり、そこに 「行動主義」

が出て くるか、共同的同一性 に依拠 して(「国家

一審美主義」という幻想を抱きつつ)幻 想的に

個人的同一性の確立を求めるとい う行き方が出

てくることになる一 「国家一審美主義」に 「プ

ロメテ ウス的幻覚」を取 り込むなら、安易に事
　 　 　 ⑥
実に頼る のではなく、このように考えるべきだ

と思 う一 、とも言えるかもしれない。

[6]　 この個人的同一性 とい う次元を認める

な ら、共同的同一性への自己形成の要請そのも

のが 「ダブル ・バイン ド」を生む とも解 しえる。

両同一性間にはずれが在って、個人か らみるな

ら要請は従われるべきであると共に、個人的同
一性を確立するために従われてはならないので

もある。国家に 「作品」を求める限 り、より原

理的な場面においてこの 「ダブル ・バイ ンド」

が成立 して くる。ラクーーラバル トも、「過度に

図式化 して言えば、少なくともプラトン以来、

政治的な教育もしくは育成、政治的形成は模倣

のプロセスを起点にして考えられている。 とこ

ろが、プラ トンはまさしく政治的なものの(哲

学的)自 己一確立を夢見て、言い換えれば、模

倣論的ダブル ・バイン ドのなかにあって、一…・

模倣のプロセスをしりぞけている。」(156)と語る

とき、この原理的場面を目に している。言って

みれば、「国家一審美主義」そのものがダブル ・

バイン ドを生むのである。

(1)伊 野武正訳(『 現代思想』1989年4月 号所

収)

②　H.ア ー レン ト(大 久保/大 島訳〉『全体主

義の起源』3　 みすず書房1974,48f.な お 「政

治的」とい う限定を付 したのは、「行動主義」と

は原理的には 「行動にのみ自らのアイデンティ

ティー[同 一性]を 見出す」行 き方であって、そ

の行動が非一政治的であることも可能であるから

である。

(3)　 「たぶん、われわれは、本質的でない何事

かのために自己犠牲を払っているのであろう。

しかし、誰もわれわれの価値を奪い去ることは

できない。本質的なことは、われわれの戦いの

目的ではな く、われわれがいかに戦 うかである。

どんなに意味のない考えのために戦 うのであろ

うとも、戦い とい うものの性質、つま り人格の

投入 とい うことが、善悪について くよくよ考え
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ることよりも重要なのである。」(E.ユンガー(『保

守革命 とモダニズム』130よ り引用))

(4)但 し、ラクーーラバル トの記述からしても

(例えば「ファシズムとは・…・…大衆がそのなかで

同一性を見出す感動の作品化なのだ」(174))、少

な くともナチズムに即 して 「国家一 審美主義」

を見る場合、そこに一定の過程性=一 定の 「行

動主義」 として国家実現への過程そのものにい

わば 〈美〉 を享受するとい うところが在る。

(5)　 〈或る部分〉と限定を付けたのは、「行動主

義」として 「美的モデルネ」を捉 える場合(例

えばD.ベ ル)も 在 るか らである。因みに、ニー

チェが 「美的モデルネ」 として把握されること

がよく在るが、その場合、「美的モデルネ」のこ

の意味での く或る部分〉に属す るとみるか、「行

動主義」者であるとみるかが、(我々の見方は前

者であるが)解 釈の大きなポイ ントとなって く

る。

㈲　ラクー ラバル トは例えばこう言っている。
「私は、ドイ ツ ・ロマン主義が、結局は全体性の

中に溶け込むとい う企図 ・要請 とプロメテ ウス

的企図 ・要請とを一つにつなぎ合せたのだ、 と

考えている。 ドイツ ・ロマン主義者たちは最初

はフランス革命の普遍性 を無条件に称賛 してい

たが、その後す ぐに彼 らのうちのほとん どが、

たとえばフィヒテ的ナショナ リズムのほうへ どっ

と流れ込んでい?た 。」(上記 『現代思想』107頁)

7　 再び「主体性の形而上学」について一 ラクー

　 一 ラパル ト批判(2)一

　 「ナチズ ムの内的真理」 として 「国家一審美

主義」を説 くハイデガーの思索期は、ではいつ

をもって終了するのであろうか。例えば細川は

この時期の終了を 「形而上学期」と重ねて、34

年からそ う遠 くないところに(1936-37年)置 くが、

ラクーー ラバル トはそれ は1955年 だとする。

[1]　 細川は、先に見たように、「訣別直後期」

(を含む 「形而上学期」)を 「ニ ヒリズムの克服」

をもって基調とみる。我々に引きつけて言 うと

この時期は、神の死二共同的同一性の不在を「作

品としての国家」をもって克服 しようとした時

期である。そして細川は、それ以降 「ニヒリズ

ムの克服」 に代って 「ニヒリズムの耐え抜き」

が基調になるとする。

　 ラクーー ラバル トの見方はこれ とかな り異な

る。彼は先に見たよ うに、テ クネーの本来態を

ハイデガーが十分には見なかったとし、そ う解

しえる手掛 りを二つ挙げていた。ラクーー ラバ

ル トは、直接的にはその うちの第二の手掛 りに

即 して、ハイデガーがこの事態から抜け出るの

は一 「訣別直後期」をはるかに越えて一1955

年、つまりユンガー宛ての書簡(『存在の問いの

ために』)においてであるとみる(168)。そ してラ

クーー ラバル トは、ハイデガーはこれをもって

(決定的に)「 国家一審美主義」 と決別すること

になる、 とみる(168)。何を根拠にしてか という

ことは必ず しも明確ではないが、恐 らく、(第一

の手掛 りに関して 「ほぼ20年 前には芸術作品に

あてはまっていた事柄を近代技術にふ りむけた

こと、またそれと平行 して、言語に関して線の

(RiPの)問 題を再び取 り上げたことは、ナチズ

ムをその 「真理」においてあばきだすまでに、

思惟がいかなる 「政治的」行程をた どらなけれ

ばならなかったかを十分に明 らかに示 している」

とい う件か ら見て、(「ほぼ20年 」とい うのは35

年(『芸術の起源』)か ら見て丁度55年 になるわ

けであるか ら)、)彼が言 う 「reiOenの連鎖」に

十分立ち向かうようになったことをもってであ

ろう。

　 したがって、通常この書簡のメインの主張 と

みられている「ニヒリズムの耐え抜きVerwindung」

とい う考え方に至ったことをもってではないの

である。実際、ラクーー ラバル トにとって、こ

の 「ニヒリズムの耐え抜き」は 「訣別」以降期

そのものの、 したがって 「訣別直後期」を含む

時期の特徴である。戦後 『世界像の時代』 とし

て公刊された1938年 の講演のなかで(すでに)「ニ

ヒリズムの耐え抜 き」が語 られているが、ラク一

一ラバル トは、1945年 のいわゆる 「遺言」(102)

でハイデガーが自らの 「政治参加期」の総括 と

して、この講演に言及 して 「ニヒリズムの耐え

抜き」ということを語っていることを根拠に(102

ff.)、この 「ニヒリズムの耐え抜き」はむ しろ33

年以降全般の特徴であるとする。とい うか更に、

これは 「政治参加期」に対する 「訣別」以降期

の事後的総括であるとして、厳密に言えば 「訣

別」以降期の特徴であるとする。だか らこ う語

られることにもなる。「このこと一 すなわち、
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「ニ ヒリズムの耐 え抜きの開始 が、詩的な思惟

のなかで、また ドイツ的なるものの歌のなかで、

告げられている」とい うこと一 は、ハイデガー

は33年 には一度 も言っていないのだ。それにひ

きかえ、彼の 「隠遁」以後は、これがもっとも
一貫したメッセージとなっているのである。」(106)

つまり、(「ニ ヒリズムの克服」が 「国家一審美

主義」である と言 うのな ら、そ うではな くて)

む しろ 「ニヒリズムの耐え抜き」として 「国家
一審美主義」 を理解しているのである。

[2]　 しかし他方 「ニヒリズムの克服」もま

た語 られている。では、どう解釈すればいいの

か。

　我々はほとん ど言葉の問題であると思う。ハ

イデガーは、ニ ヒリズムの時代に在って、その
「ニヒリズムに耐え抜き」つつ、「作品としての

国家」の創出 として 「ニヒリズムの克服」を説

いたとでも解 しておけば十分であるとも考える。

あるいはまた、ユンガー的な 「ニ ヒリズムの克

服」が 「行動主義」的であることに対 して、そ

れ と区別するために 「ニ ヒリズムの耐え抜き」

と語 っている(だ けな)の かもしれない。

　 しかしラクー ラバル トに即して見るなら、(55

年における 「ニヒリズムの耐え抜き」はまた別
　 　 　 　 　 　 　 　 　 くコ
の意味であるとしつつ 、あるいは55年以前的発想

の残滓であるとしつつ)「訣別」以降期の 「ニヒ

リズムの克服」 と 「ニ ヒリズムの耐 え抜き」と

は基本的に同じものであると解釈す るのが妥当

であろう。それ らは共に 「主体性の形而上学」

の諸様態なのである。1そもそも 「ニ ヒ リズム」

は現状を何がしかの欠如 と見ることであるが、

それはなお 「主体」を前提 として、その 「主体」

から見て何がしかの欠如なのである。そうする

と55年以降とい うのは、もはや 「主体」を前提

しなくなることをメルクマールとすることにな

るが、このことは 「ニ ヒリズム」 として言 うな

ら、もはや現状をおよそニヒリスティックに見

なくなるとい うことを意味す るのである。(しか

しそのことは、いわば同一性の うちに安らうと

い うことを意味するのであろ うか(「故郷」!P)。

その場合一 ハイデガーにおいて同一性は少な

くともそれまでは共同的同一性であったと考え

られ るが一 彼はここで共同的同一性 を見出 し

ているのであろ うか。 しかし近代 とい うのは本

質的に共同的同一性の不在の時代であるとも考

えられ る。そ うであるとしてハイデガーはある

いは、共同的同一性を求めることを(「民主主義」

的に)断 念して個人的同一性の うちに安 らうの

であろ うか。)しかし、この解釈 を採用す るなら

我々は、一般に 「転回後」 として、あるいは50

年前後以降の 「後期」 として一括されているハ

イデガーの思惟の歩みに(新 たな)刻 み を入れ

なければならなくなる。ラクー ラバル トはテー

ゼンハフ トにしか語っていないので、もはや具

体的には議論できない。ラク一一ラバル トが一

例 えば 「脱構築」派の図式 を過剰に適用 した結

果 として一 誤っているという可能性も在るが、

ハイデガー専門家の研究に待ちたい ところでも

ある。

　ハイデガー専門家でない我々としては専門家

の研究を待ちつつも、以上のラクーー ラバル ト

理解を第一ステップとして次の課題二我々の本

題へ と進まなければならないが、本稿としては

ここで一旦擱筆 したい。但 し、第ニスチ ップと

して行 うべき作業が彼のハイデガー分析の基本

的スタイルに関するものであることを予め述べ

ておきたい。「この国家一審美主義が、・…・…反ユ

ダヤ主義のヒ トラー的ヴァリアントのなかに決

定的な仕方で入 り込んでいるとい うこと一 私

が主張しているのはこのことである。だか らと

言って、これが反ユダヤ主義とい う大衆的現象

の 「釈明explication」 になっているとは思わな

い。こう言って よければ、問題なのは原因cause

ではまったくない。私がやむをえず本質essence

とい う表現で語っているのは、それゆえである。」

(187f.)と語られているが、一つの具体的事象につ

いてこのような(「原因」とは別のもの としての)

「本質」を、かつ 「主体性」とい うことに縮減 し

て語る語 り方 とい うのは果たしてどのような意

味をもつのか。単なる 「思弁」 とどう異なるの

か。一 こういった問いが次なるステ ップを主

導 してい くこ とになるはずである。

(1)　 『存 在 の 問 い の た め に』(『全集 』 第 九巻 所

収)で は 、「ニ ヒ リズ ム の克 服 」を説 くE.ユ ンガ ー

をニ ー チ ェ を超 え る もの と評 価 しつ つ 、 そ の ユ

ンガ ー の 「ニ ヒ リズ ム の 克 服 」 に 対 して(そ れ
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を更に超 えるものとして)「ニヒリズムの耐え抜

き」が説かれているが、 ここか らみるなら、か

つて語 られた 「ニヒリズムの耐え抜き」はユ ン

ガーの 「ニ ヒリズムの克服」の次元に留るもの

のようにも見える。

(米)な お本稿は、「現代哲学研究会」1993年7月

例会で行われたシンポジウム 「哲学 と政治」で

の口頭発表の(ほ ぼ)前 半部分を(大 幅)加 筆 ・

修正 したものである。


